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入札説明書兼仕様書 

 

 令和７年２月１８日付、勤労者福祉事業会員獲得業務に係る一般競争入札に関し、説明す

る。 

 

１ 件名 

勤労者福祉事業会員獲得業務 

 

２ 一般競争入札参加申込書の提出に関する事項 

  一般競争入札参加申込書は、令和７年 3 月 5 日（水）までに必ず提出してください。 

 

３ 入札に関する事項 

 （１）入札は、入札参加者またはその代理人のうち 1 名のみ入札場所へ入場できます。

なお、代理人が入札を行う場合は、入札に関する権限及び開札に関する権限の委任

を受けなければなりません。（開札前に委任状を提出していただきます。） 

    また、入札時には、必ず携帯電話の電源を切ってください。 

 （２）入札参加者またはその代理人は、入札場所に入場するときは、一般競争入札参加

通知書の提示を求めますので、必ず持参してください。 

 

４ その他必要な事項 

 （１）入札の日時及び場所 

   ア 日時 

 令和７年３月 19 日（水） 午後 2 時００分 

   イ 場所 

 さいたま市中央区下落合 5-4-3 さいたま市産業文化センター5 階会議室 

 

 （２）開札の日時及び場所 

   ア 日時 

 令和７年３月 19 日（水）一般競争入札に付する 4（１）アの入札終了後、直ち

に行う。 

   イ 場所 

 4（1）イに同じ 

 

 （３）再度入札の実施 

   ア 落札者がない場合は、直ちに再度入札を行います。 

   イ 再度入札の回数は、1 回とします。 
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   ウ 再度入札には、初回の入札に参加しなかった者、開札に立ち会わなかった者及

び初回の入札で無効とされた者は参加できません。 

 

 （４）契約手続等 

   ア 契約予定日 

     令和７年３月 21 日（金） 

   イ 契約書に記載する金額 

     契約金額は、落札決定した価格（税込）とします。 

    

５ 契約及び入札に関する事務を担当する課 

  さいたま市中央区下落合 5-4-3 さいたま市産業文化センター４階 

  公益財団法人さいたま市産業創造財団 勤労者福祉サービスセンター 

  電話 048（851）6692 

６ 添付書類 

 （１）入札公告の写し 

 （２）一般競争入札参加申込書 
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（仕様書） 

 

１ 業務名 

勤労者福祉事業会員獲得業務 

 

２ 業務目的 

   市内中小企業勤労者の福祉の向上と地域の中小企業の振興に寄与することを目的に

実施している勤労者福祉事業について、会員の加入推進及び会員数の拡大を図り、更な

る福利厚生サービスの充実につなげる。 

 

３ 履行期間 

  令和７年４月１日から令和７年９月３０日まで 

 

４ 業務内容 

（１）市内中小企業への訪問、電話等での勤労者福祉事業 PR による会員加入促進及び会

員獲得業務（目安として、会員獲得数 500 名を目標件数とする。） 

（２）入会希望事業所に対する入会手続き 

 

５ 業務遂行にあたっての留意事項 

（１）財団の営業時間等を鑑みて、活動時間は 9 時から 16 時の間で設定すること。 

（２）受託者は、実施計画（スケジュール）及び業務の進捗状況報告を週単位で作成し、

財団と状況を共有すること。 

（３）業務遂行中に発生した事故については、速やかに担当職員に報告すること。また、

これに係る費用については本人の負担とする。 

（４）業務実施にあたっては、業務委託約款を確認し、それを遵守すること。 

 

６ 履行場所 

  さいたま市内 

 

７ 成果物 

  本業務にかかる活動報告書を提出すること（上記 5（２）に記載のもの）。 

 

８ その他の事項 

 （１）契約金及び成果報酬 

    契約金は、落札決定した価格（税込）とする。なお、加入促進活動により入会者が

あった場合は、契約金とは別に、財団が定めるところにより成果報酬を支払う。 
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（２）貸与物 

当該業務遂行にあたり、財団より携帯電話 1 台を貸与する。契約満了時には原状回

復の上返却すること。 

 （３）移動手段等 

    当該業務遂行にあたり、自動車等の貸与はしない。公共交通機関を活用すること。

なお、移動に関する費用は本人負担とする。 

    また、当該業務は活動範囲が市内全域となるため、市内地理に詳しいことが望まし

い。 

 （４）秘密の遵守 

受託者は、本業務により知り得た情報等を本業務においてのみ使用することとし、

これらを他の目的に使用し、または他のものに漏洩してはならない。 

本業務の契約が終了し、または解除された後においても同様とする。 

（５） 記載外事項 

本仕様書に定めのない事項または本仕様書について疑義の生じた事項については、

双方協議して定めるものとする。 

 


